
                                

 

 

「旅券法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について 

 

 

令和４年９月３０日 

外務省領事局旅券課 

 

 

令和４年７月１６日（土）から８月１４日（日）まで、「旅券法施行令の一部を改正す

る政令案」に関する意見募集を行ったところ、３件の御意見が寄せられました。 

寄せられた御意見の概要及び御意見に対する考え方を別紙のとおり公表します。 

御協力ありがとうございました。 

  



別 紙 

１ 意見募集期間 

令和４年７月１６日（土）～８月１４日（日） 

 

２ 意見数 

３件 

 

３ 御意見の概要及び御意見に対する考え方 

番

号 

   御 意 見 御意見に対する考え方 

１ 
１ 手数料のクレジットカード納付

について、暗証番号もしくはサイン

による本人確認が望ましい。また、

オーソリーの確定は完成した旅券を

渡す時が望ましい。 

 

２ カード決裁を利用する場合の旅

券手数料の額を高額に設定すると、

利用率が低迷し、カード決済設備の

維持費のほうが場合によっては高く

なってしまう。 

 

３ 旅券発行後にカード会社から支

払が否決されたときの手数料回収方

法についても検討願いたい。 

１ クレジットカードによる旅券手数

料の納付は、オンラインにてクレジッ

トカード情報を入力するときは、ご利

用のカードのセキュリティの設定によ

り、３Ｄセキュア画面におけるパスワ

ード入力等、高度にセキュリティが確

保された状態で電子納付手続を完了で

きるようになります。また、カード決

済におけるオーソリが行われる時点に

ついては、申請の段階ではカード情報

のみを入力し、旅券の交付時に決済が

完了することになります。 

 

２ カード決済を利用する場合の旅券

手数料の額は変更（値上げ）の予定は

ありません。なお、カード決済の手数

料は行政負担であり、申請者負担はあ

りません。 

 

３ カード会社による不正利用調査等

の結果、旅券手数料のクレジットカー

ドによる支払ができなかった場合の取

り扱いについては、現在検討中です。 

２ クレジット払い対応により、手数料

が値上げされることはないか。     

旅券手数料の額は旅券法令で規定され

ており、クレジットカード納付による

旅券手数料の値上げの予定はありませ

ん。 



３ １ 一部の市町村では、クレジット

による手数料の納付を申請者が選択

した場合、従前の収入印紙の販売に

よる手数料（３％）が無くなり、ま

た都道府県手数料である証紙の販売

も無くなることについて懸念してい

る。 

 

２ 旅券申請の電子化により、事務

の改善が図られることを期待。 

申請者の利便性を考えて、現在、多

くの市町村で紙の申請書による旅券

発給申請の受付及び交付事務を行っ

ているが、この事務は経費の持ち出

しが多く、市町村の財政負担となっ

ている。今後電子申請となった際に

は電子申請を受け付ける窓口は都道

府県に限定し、交付のみ申請者が同

一都道府県内の市町村を選択できる

ようにできないか。 

 

また、電子申請の申請内容に間違い

があった場合、電子申請については

電話による問合せが増えることが予

想される。この点からも市町村の負

担を軽減するため、申請受付は都道

府県、交付のみ市町村で行うような

制度とすべき。 

                       

１ クレジットカードによる旅券手数

料の電子納付導入後、収入印紙による

販売手数料の扱いについては御理解の

とおりです。他方、都道府県が徴収す

る旅券手数料の徴収方法については、

証紙による納付を含め各都道府県の関

連法令に基づき対応されると承知して

おります。 

いずれにしましても、旅券手数料の

納付に関しては、納付方法の選択肢を

増やすことが国民の利便性の向上に寄

与することになると考えております。 

 

２ 電子申請を行うと申請者の氏名な

どの基本情報はマイナンバーカードか

ら直接転記されることから、申請情報

が電子化されることにより旅券事務所

におけるデータの照合が容易になると

考えられます。このように、旅券申請

事務の電子化によって事務の効率化を

図られます。 

申請内容に誤りがあった場合には該

当部分の修正が必要になりますが、申

請者に対して修正を指示する通知が分

かりやすい案内や画面となるよう、現

在システムを鋭意開発しているところ

です。 

また、各都道府県内における申請の受

付や交付手続き等の具体的な旅券事務

の権限委譲については、地域の実情に

応じて、各都道府県において御判断い

ただいております。 

 


